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刊行に当たって

近年、毎年のように全国各地で激甚な被害をもたらす水災害が発生しています。平成 30 年 7

月豪雨では、陸域の総降水量は気候変動により約 6.5%増と試算され、気象庁は「地球温暖化の

寄与があった」として、はじめて個別災害について気候変動による影響に言及しています。また、

今後予測される気候変動の影響について、国土交通省が設置した「気候変動を踏まえた治水計画

に係る技術検討会」における検証では、産業革命以前と比べて世界の平均地上気温を 2℃に抑え

るシナリオ（パリ協定の目標）でも、21 世紀末には治水計画の目標とする降雨量の変化倍率が

約 1.1 倍、降雨量変化倍率を全国の一級水系の治水計画で対象とする降雨に適用して試算した場

合のピーク流量の変化倍率が約 1.2 倍、洪水の発生頻度の平均値が約 2 倍になると試算されてお

り、今後も降雨量や洪水発生頻度の増加が予測されているところです。

これからの水災害対策は気候変動などの将来のリスク予測に基づくものへと転換させていか

なければならないとの考えのもと、社会資本整備審議会河川分科会では、令和元年 10 月の国土

交通大臣からの諮問を受け、令和 2 年 7 月に答申「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方につ

いて」を取りまとめ、氾濫域も含め流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う持続可能な

治水対策（「流域治水」）への転換が提言されました。これを受け、全国の一級水系等で河川整備

に加え、雨水貯留浸透施設の整備や土地利用の規制、利水ダムの事前放流等の対策を組み合わせ

た「流域治水プロジェクト」を策定・公表するとともに、「流域治水」の実効性を高め強力に推

進するための法的枠組として、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和 3

年法律第 31 号）」（通称「流域治水関連法」）が整備され、令和 3 年 11 月１日に全面施行となり

ました。

流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法に関しては、特定都市河川を全国の

河川に拡大するための指定要件の拡大とともに、「流域水害対策協議会の設置」、「雨水貯留浸透

施設整備計画の認定」、「貯留機能保全区域の指定」、「浸水被害防止区域の指定」等の新たな制度

が創設され、法的枠組により更に効果的に「流域治水」の取組を推進することが可能となりまし

た。そして、施行に当たっては、特定都市河川浸水被害対策法に関係規定を有する国土交通省都

市局、水管理・国土保全局、住宅局から、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法

律の施行（6 ヶ月以内施行分）について」（通知）が発出される等、施行に当たり留意すべき事項

の周知が図られています。

このたび、（一財）国土技術研究センターでは、これまでに国から示されてきた同法の施行及

び運用に係る事項（以下「ガイドライン」という。）について、国及び地方公共団体等の行政関

係者、民間企業・住民等のあらゆる関係者に広く周知され、「流域治水」の取組の実践の一助と

して活用いただけるよう、平成 17 年に刊行した解説資料をもとに、法改正後の各施策の背景や

留意点等の運用上の参考となる情報に関する追記・修正を加えた解説資料を新たに作成すること

とし、編集委員会を設置し、国土交通省水管理・国土保全局の監修のもと、運用に当たって関係

する制度を所管する同省都市局、住宅局の協力を得て、このたび刊行に至りました。

本解説資料は、ガイドラインだけでは理解し難い部分を説明・補足する等、実務者の手引きと

して利用されるよう取りまとめたものであり、今後も機動的に見直しを図りつつ、本解説資料が

幅広い流域の関係者の取組に活用されることにより、特定都市河川浸水被害対策法の制度を活用

した「流域治水」の取組が進められ、流域の治水安全度の向上が図られることを切望いたします。

一般財団法人 国土技術研究センター
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